
発行・問合先 一関労働基準監督署 電話 0191-23-4125 FAX0191-23-4126 

 

一関労働基準監督署からのお知らせ 

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。 
一関労働基準監督署 職員一同 

１, 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の徹底をお願いします！ 
 新型コロナウイルス感染症については、現在第 8 波の状況にあり、感染拡大に
歯止めがかからない状況が続いています。 
 また、当署管内複数の事業場から職場内感染の発生が報告されています。 
 感染拡大の防止には、マスクの着用、３密の回避、消毒の徹底などの基本的な感
染対策の徹底が重要です。 
岩手労働局 HP 新型コロナウイルス支援サイト 

⇒ https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu_00008.html 

職場内における感染防止対策の着実な実施を引き続きお願い申し上げます。 

２, 岩手県特定(産業別)最低賃金が改定されました！ 
 岩手県特定（産業別）最低賃金が以下のとおり改定されました。 
 現在の賃金額が改定額を下回っている場合は、発効日から賃金額を改正する必要
があります。 
※ 最低賃金の対象となる賃金には、時間外・休日・深夜手当、精皆勤手当、通勤
手当、家族手当、賞与は含まれません。 

⇒https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/001328404.pdf 

３, 業務改善助成金（通常コース）が拡充されました！ 
 厚生労働省では、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引き上げを図る中小企業・
小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するため、中小企業・小規模事業者が利用
しやすくなるよう、助成上限額の引き上げ、助成対象経費の拡充、対象事業場の拡大などを改
定しました。 
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岩手年末年始無災害運動・冬季死亡災害ゼロ100日運動期間中です！ 
冬季型労働災害(凍結等による転倒災害・交通労働災害)を防止しよう！ 
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 助成金の受け付けは、令和４年 12 月 12 日から、申請期限は令和５年３月 31
日（事業完了期限：令和５年３月 31 日）となっています。 
 詳しくは、岩手労働局雇用環境・均等室までお問い合わせください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４, 令和４年 11 月末現在における労働災害発生状況について 

休業 4 日以上の死傷災害 164 件 （前年同期と比較して＋42 件、＋34．4％） 

うち、死亡  2 件 （前年同期と比較して＋2 件） 

 当署管内において、令和 4 年 11 月末までに発生した休業４日以上の死傷災害
は全産業では 164 件（前年同期比＋42 件、＋３４．４％）で、このうち新型コ
ロナウイルス感染症によるものは 49 件で、これを除くと 115 件（前年同期比－
7 件、－6％）となっています。 また、死亡災害はこのうち 2 件となっています。 
 業種別では、新型コロナウイルス感染症によるものを除くと、製造業 32 件（同
＋3 件、＋10％）、建設業 17 件（同－7 件、－29％）、運輸交通業 17 件（同＋
10 件、＋143％）、保健衛生業 13 件（同±0 件、±0％）、商業 11 件（同－8
件、－42％）の順となっています。 
 事故の型別では、新型コロナウイルス感染症によるものを除くと｢転倒｣が 35 件
で 34％を占め、次いで｢はさまれ・巻き込まれ｣17 件 15％、｢墜落・転落｣16 件
14％となっています。「転倒」は前年同期の 37 件から 35 件と 2 件減少してい
ますが、事故の型別で最も多い状況が続いています。 

 当署では、令和４年における労働災害の発生件数を 13 次防目標値である 133 件以下となる

よう、労働災害防止についての周知・啓発、監督指導等に努めて参りましたが、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大により、目標を達成することはできませんでした。 

 令和 5 年は、令和４年確定値から新型コロナウイルス感染症によるものを除いた件数
より 10％以上減少させるべく、引き続き労働災害防止についての周知・啓発、監督指導等

に努めて参りますので、労働災害防止についてのご協力をお願い申し上げます。 

 また、いよいよ降雪期を迎えました。従来型の労働災害防止対策に加えて、冬季型労働災害（凍

結等による転倒災害・交通労働災害）防止対策も重要となります。 

 皆様の事業場におかれましては、11 月 21 日からの冬季死亡災害ゼロ１００日運動、12 月 1

日からの岩手年末年始無災害運動などを通じて、労働災害防止対策の着実な実施について、より

一層努めていただきますようよろしくお願い申し上げます。 
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岩手県最低賃金は時間額『854 円』です！(令和4年10月20日発効) 
「使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。」 


